
 

 

第１号議案 

 

宮城県教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

規則の一部改正について 

 

 

 宮城県教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成

１７年宮城県教育委員会規則第１９号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

  令和３年８月６日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代     

 

第１号議案 
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育

委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県
教
育
委
員
会
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則

本
則
中
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
、
行

政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に

関
す
る
条
例
」
に
改
め
、
「
法
令
（
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
又
は
」
を
削
る

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
） 

新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 

現 

行 

備
考 

宮
城
県
教
育
委
員
会
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
規
則 

 
 

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に

関
す
る
規
則 

条
例
改
正
に
伴
う
題

名
の
変
更 

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
八
号
）
そ
の
他
の 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

条
例
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
（
以
下
「
手
続
等
」

と
い
う
。）
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
知
事
に
係
る
手
続
等
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
八
号
）
そ
の
他
の
法
令
（
法
律
及
び
法
律
に

基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
を
い
う
。）
又
は
条
例
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

宮
城
県
教
育
委
員
会
に
係
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
（
以
下
「
手
続
等
」

と
い
う
。）
に
よ
り
行
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
知
事
に
係
る
手
続
等
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

 
 
 

 

条
例
改
正
に
伴
う
文

言
の
削
除
及
び
条
例

名
の
修
正 

条
例
改
正
に
伴
う
文

言
の
削
除 
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宮城県教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する規則の一部改正の概要

１ 改正理由

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律第

１５１号）の施行（令和元年１２月１６日）により，法令に基づく申請等

手続は，電子申請等オンラインで行うことが原則となった。

同法の施行に対応した行政手続等における情報通信の技術の利用に関す
る条例（平成１７年宮城県条例第２８号）及び行政手続等における情報通

信技術の利用に関する規則（平成１７年宮城県規則第７７号）の改正に伴

い，本規則について所要の改正を行うもの。

２ 改正内容

○ 題名を「宮城県教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進等に関
する規則」に改める。

○ 本則中において引用する条例の名称を「情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する条例」に改める。

○ 本規則の対象から法令に基づく手続を除外するための文言整理を行
う。

３ 施行期日

令和３年９月１日
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改
正
内
容
の
概
要

 宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
手
続
等
に
お
け
る

 関
す
る
法
律

 に
関
す
る
条
例

 情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則

【
行
政
手
続
オ
ン
ラ
イ
ン
化
法
（
旧
法
）
】

 に
関
す
る
規
則

○
　
法
令
に
基
づ
く
行
政
手
続
は
オ
ン
ラ
イ
ン
化
も
可

○
　
条
例
・
規
則
に
基
づ
く
行
政
手
続
は
オ
ン
ラ
イ

○
　
法
令
又
は
条
例
・
規
則
に
定
め
る
も
の
の

　
ン
化
も
可

　
ほ
か
，
知
事
に
係
る
手
続
の
例
に
よ
る
。

○
　
法
令
に
基
づ
き
国
（
大
臣
）
に
対
し
て
行
う
手
続

○
　
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
き
る
手
続
は
告
示
が
必
要

○
　
条
例
に
基
づ
く
手
続
の
告
示

　
等
で
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
き
る
も
の
は
，
限
定
的
に
省

　
・
条
例
等
に
基
づ
く
手
続
の
告
示

　
・
行
政
文
書
の
開
示
請
求
手
続

　
令
で
規
定

　
・
法
令
に
基
づ
く
手
続
の
告
示

　
・
美
術
館
や
歴
史
博
物
館
の
観
覧
料
・
使
用

○
　
法
令
に
基
づ
き
知
事
に
対
し
て
行
う
手
続
等
で
，

　
　
料
の
減
免
申
請
手
続

　
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
き
る
も
の
も
特
定
が
必
要

　
・
公
立
学
校
教
員
採
用
願
書
の
提
出

　
関
す
る
法
律

　
関
す
る
条
例

 し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
規
則

【
デ
ジ
タ
ル
行
政
推
進
法
（
新
法
）
】
　
　

　
関
す
る
規
則

○
　
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
す
る
基
本
原
則
を
規
定

○
　
情
報
化
推
進
計
画
の
策
定
及
び
情
報
シ
ス
テ
ム

○
　
条
例
・
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
，
知

　
の
整
備

　
事
に
係
る
手
続
の
例
に
よ
る
。

○
　
行
政
手
続
は
オ
ン
ラ
イ
ン
実
施
が
原
則

○
　
手
数
料
納
付
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

○
　
告
示
の
廃
止

　
→
法
令
に
基
づ
き
国
（
大
臣
）
に
対
し
て
行
う
手
続

○
　
添
付
書
面
等
の
省
略

　
等
を
省
令
で
限
定
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。

○
　
情
報
通
信
技
術
利
用
の
能
力
・
機
会
に
よ
る
格

　
→
知
事
に
対
し
て
行
う
手
続
等
も
，
法
令
に
基
づ
く

　
差
の
是
正

　
も
の
は
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
原
則
と
の
理
解

○
　
告
示
の
廃
止

　
→
各
所
属
に
お
け
る
決
裁
を
経
て
，
所
属
及
び
デ

○
　
本
人
確
認
や
手
数
料
納
付
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施

　
ジ
タ
ル
み
や
ぎ
推
進
課
の
HP
に
掲
載

　
可

○
　
法
令
に
基
づ
く
手
続
を
規
則
の
対
象
か
ら
除
外

< 現 行 > 　 オ ン ラ イ ン 化 も 可 能 < 改 正 後 > 　 オ ン ラ イ ン 実 施 が 原 則

　
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に

 行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

 行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に

　
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
　
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
 宮

城
県
教
育
委
員
会
情
報
通
信
技
術
を
活
用

 行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

法
律

条
例
・
規
則
（
知
事
部
局
）

教
育
委
員
会
規
則
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第２号議案

令和３年度政策評価・施策評価について

行政活動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号）第１３条の規定

により，令和２年度における宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画に関する

教育委員会の所掌に係る政策・施策及び事業について，別冊のとおり政策評価・施

策評価を決定する。

令和３年８月６日提出

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代

第２号議案 
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1 

令和３年度政策評価・施策評価の概要について 

 

１ 政策評価・施策評価の趣旨 

行政活動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号）第１３条の規定

に基づき，令和２年度に実施した「宮城の将来ビジョン」及び「宮城県震災復興計

画」に係る政策・施策及び事業について，政策評価・施策評価を実施するもの。 

評価結果については，知事部局において各実施機関の評価結果を合わせて評価書

に取りまとめ，政策・財政会議での審議を経て，９月県議会において報告されるこ

ととなる。 

 

２ 政策評価・施策評価の方法について 

評価に当たっては，各担当課室において，「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方

創生実施計画（発展期）」に掲載されている事業の評価を行い，事業評価の結果や目

標指標の達成状況等を踏まえて政策・施策の自己評価を行った。また，政策評価・

施策評価の客観性を確保するため，評価原案について，宮城県行政評価委員会の意

見を聴取し，その意見を最終的な評価結果に反映している。 

 

３ 政策評価・施策評価の結果について 

（１）宮城の将来ビジョン 

番
号 

政 策 名 最終評価 
番
号 

施 策 名 最終評価 

６ 
子どもを生み育てやす
い環境づくり 

－ 14 
家庭・地域・学校の協働に
よる子どもの健全な育成 

やや 
遅れている 

７ 
将来の宮城を担う子ど
もの教育環境づくり 

やや 
遅れている 

15 
着実な学力向上と希望す
る進路の実現 

やや 
遅れている 

16 
豊かな心と健やかな体の
育成 

やや 
遅れている 

17 
児童生徒や地域のニーズ
に応じた特色ある教育環
境づくり 

やや 
遅れている 

８ 
生涯現役で安心して暮
らせる社会の構築 

－ 23 
生涯学習社会の確立とス
ポーツ・文化芸術の振興 

概ね順調 

 

（２）宮城県震災復興計画 

番
号 

政 策 名 最終評価 
番
号 

施 策 名 最終評価 

６ 
安心して学べる教育環
境の確保 

概ね順調 

１ 
安全・安心な学校教育の
確保 

概ね順調 

２ 
家庭・地域の教育力の再
構築 

概ね順調 

３ 
生涯学習・文化・スポーツ
活動の充実 

順調 

 

 

参考資料１ 



2 

４ 今後の教育施策の推進に当たって 

政策評価・施策評価の結果を踏まえ，「確かな学力の育成」や「体力・運動能力の

向上」，「いじめ・不登校等への対応」などに重点的に取り組むとともに，現状と課

題を分析し，より効果的な取組を一層推進する。 

また，今後，本格的に人口減少が進む中で，次代を担う「人づくり」の重要性が

増しており，「新・宮城の将来ビジョン」において「子ども・教育」分野が新たに柱

立てされたことも踏まえ，学校・家庭・地域の連携・協働のもと，本県教育の基本

理念である「志教育」を一層推進し，宮城の将来を担う人材の育成を図っていく。 

 

【評価の判定区分及び判定基準等について】 

（１）政策評価の判定区分及び判定基準 
政策を構成する施策の必要性，有効性，効率性を考慮し，施策の成果等から見て，次のと

おり判断されるもの。 

 順 調：政策の成果が十分にあり,進捗状況が順調であると判断されるもの。 

 概 ね 順 調：政策の成果がある程度あり,進捗状況が概ね順調であると判断されるもの。 

 やや遅れている：政策の成果があまりなく,進捗状況がやや遅れていると判断されるもの。 

 遅 れ て い る：政策の成果がなく,進捗状況が遅れていると判断されるもの。 

 
（２）施策評価の判定区分及び判定基準 
施策を構成する事業の必要性，有効性，効率性を考慮し，目標指標等の達成状況，県民意

識，社会経済情勢，事業の実績及び成果等から見て，次のとおり判断されるもの。 

 順 調：施策の成果が十分にあり,進捗状況が順調であると判断されるもの。 

 概 ね 順 調：施策の成果がある程度あり,進捗状況が概ね順調であると判断されるもの。 

 やや遅れている：施策の成果があまりなく,進捗状況がやや遅れていると判断されるもの。 

 遅 れ て い る：施策の成果がなく,進捗状況が遅れていると判断されるもの。 

 
（３）目標指標等の達成度判定 

Ａ：目標値を達成している。 

Ｂ：目標値を達成しておらず，達成率が８０％以上１００％未満。 

Ｃ：目標値を達成しておらず，達成率が８０％未満。 

Ｎ：実績値が把握できない等の理由で，判定できない。 









第３号議案

第２期宮城県教育振興基本計画に係る点検及び評価について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６

条第１項の規定により，教育に関する事務の管理及び執行の状況について，別冊の

とおり第２期宮城県教育振興基本計画の点検及び評価に関する報告書を作成し，議

会に報告する。

令和３年８月６日提出

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代

第３号議案 
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「
令
和
３
年
度
 
政
策
評
価
・
施
策
評
価
」
及
び
「
第
２
期
宮
城
県
教
育
振
興
基
本
計
画
に
係
る
点
検
・
評
価
」
の
評
価
結
果
（
案
）
に
つ
い
て
 

 

宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
・
震
災
復
興
・
地
方
創
生
実
施

 

計
画
（
発
展
期
）
 

 
掲
載
事
業

（
震
災
復
興
推
進
事
業
）

 

 

第
２
期
宮
城
県
教
育
振
興
基
本
計
画

 
（
平
成

2
9
年
度
～
令
和

8
年
度
）

 

○
１
０
の
基
本
方
向
及
び
３
５
の
取
組
の
成
果
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
，
課
題
及
び
今
後
の
対
応
方
針
を
示
す
。
 

[基
本
方
向
] 

1 
豊
か
な
人
間
性
と
社
会
性
の
育
成
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

2 
健
や
か
な
体
の
育
成
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

3 
確
か
な
学
力
の
育
成
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

4 
幼
児
教
育
の
充
実
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

5 
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
き
め
細
か
な
教
育
の
推
進
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

6 
郷
土
を
愛
す
る
心
と
社
会
に
貢
献
す
る
力
の
育
成
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

7 
命
を
守
る
力
と
共
に
支
え
合
う
心
の
育
成
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

8 
安
心
し
て
楽
し
く
学
べ
る
教
育
環
境
づ
く
り
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

9 
家
庭
・
地
域
・
学
校
が
連
携
・
協
働
し
て
子
供
を
育
て
る
環
境
づ
く
り
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

1
0 
生
涯
に
わ
た
る
学
習
・
文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

 

宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

 
（
平
成

1
9
年
度
～
令
和

2
年
度
）

 

○
１
４
の
政
策

(う
ち
教
育
関
連
：
政
策
７

)，
３
３
の
施
策

(う
ち

教
育
関
連
：
施
策
１
４
～
１
７
・
２
３
・
３
３

)の
成
果
を
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
，
課
題
及
び
今
後
の
対
応
方
針
を
示
す
。
 

[政
策

(教
育
関
連

)]
 

７
 将

来
の
宮
城
を
担
う
子
ど
も
の
教
育
環
境
づ
く
り
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

[施
策

(教
育
関
連

)]
 

1
6 
豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体
の
育
成
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
）
 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

1
5 
着
実
な
学
力
向
上
と
希
望
す
る
進
路
の
実
現
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
）
 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

1
7 

児
童
生
徒
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
特
色
あ
る
教
育
環
境
づ
く
り
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
）
 

や
や
遅
れ
て
い
る
(概

ね
順
調
) 

[政
策

1
4]

巨
大
地
震
な
ど
大
規
模
災
害
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
す
る
県
土
づ
く

り
（
総
務
部
担
当
）
 

3
3 
地
域
ぐ
る
み
の
防
災
体
制
の
充
実
（
総
務
部
担
当
）
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

[政
策
６

]
子
ど
も
を
生
み
育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り
（
保
健
福
祉
部
担
当
）
 

1
4 
家
庭
・
地
域
・
学
校
の
協
働
に
よ
る
子
ど
も
の
健
全
な
育
成

 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

や
や
遅
れ
て
い
る
(や
や
遅
れ
て
い
る
) 

[政
策
８

]
生
涯
現
役
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
構
築
（
保
健
福
祉
部
担
当
）

 

2
3 
生
涯
学
習
社
会
の
確
立
と
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
の
振
興

 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調

(概
ね
順
調

) 

 

宮
城
県
震
災
復
興
計
画

 
（
平
成

2
3
年
度
～
令
和

2
年
度
）

 

○
７
の
政
策
（
う
ち
教
育
関
連
：
政
策
６
）
，
２
４
の
施
策
（
う
ち
教

育
関
連
：
政
策
６
の
１
・
２
・
３
）
の
成
果
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
，
課
題
及
び
今
後
の
対
応
方
針
を
示
す
。
 

 [政
策

(教
育
関
連

)]
 

６
 安

心
し
て
学
べ
る
教
育
環
境
の
確
保
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

 [施
策

(教
育
関
連

)]
 

1
 安

全
・
安
心
な
学
校
教
育
の
確
保
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

2
 家

庭
・
地
域
の
教
育
力
の
再
構
築
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

概
ね
順
調
（
概
ね
順
調
）
 

3
 生

涯
学
習
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
充
実
 

 
最
終
評
価
（
前
年
度
） 

順
調
（
順
調
）
 

 

 
 
 

 
 
対
応
関
係

 

【
評
価
区
分
及
び
判
断
基
準
】
 

 ○
第
２
期
宮
城
県
教
育
振
興
基
本
計
画
に
係
る
点
検
・
評
価

 
→
 
「
順
調
・
概
ね
順
調
・
や
や
遅
れ
て
い
る
・
遅
れ
て
い
る
」
の
４
段
階
に
よ
り
評
価
 

 
（
基
本
方
向
評
価
）
基
本
方
向
を
構
成
す
る
取
組
の
成
果
等
の
状
況
等
に
よ
り
総
合
的
に
判
断
 

（
取
組
評
価
）
取
組
に
設
定
し
て
い
る
目
標
指
標
の
達
成
状
況
，
取
組
を
構
成
す
る
事
業
の
実
績
及
び
成
果
等
に
よ
り
総
合
的
に
判
断
 

  

宮
城
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
・
震
災
復
興
・
地
方
創
生
実
施

 

計
画
（
発
展
期
）
 
掲
載
事
業
（
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
推
進
事
業
）
 

参
考
資
料
１

 

第
１
次
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
平
成

29
年
度
～
令
和

2
年
度
） 

掲
載
事
業
 

 
重
複

 
重
複

 



番号 基本方向名（評価担当課室）
基本方向評価

（前年度評価）
番号 取組名（評価担当課室）

取組評価
（前年度評価）

目標指標等

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（小学6年
生）（％）

Ｎ (Ｂ)

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童生徒の割合（中学3年
生）（％）

Ｎ (Ｂ)

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童生徒の割合（小学
6年生）（％）

Ｎ (Ａ)

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた児童生徒の割合（中学
3年生）（％）

Ｎ (Ｂ)

2
思いやりがあり感性豊かな子供の育成
　　　　　　　　　（義務教育課）

概ね順調
（概ね順調）

体験学習（農林漁業）に取り組む小学校の割合（％） Ｂ (Ｂ)

不登校児童生徒の在籍者比率（小学校）（％） Ｃ (Ｃ)

不登校児童生徒の在籍者比率（中学校）（％） Ｃ (Ｃ)

不登校生徒の在籍者比率（高等学校）（％） Ｃ (Ｃ)

不登校児童生徒の再登校率（小・中）（％） Ｎ (Ｃ)

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を行っている」と答えた小・
中学校の割合（小学校）（％）

Ａ (Ｂ)

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を行っている」と答えた小・
中学校の割合（中学校）（％）

Ａ (Ｂ)

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのか
い離（小学5年生男）（ポイント）

Ｎ (Ｃ)

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのか
い離（小学5年生女）（ポイント）

Ｎ (Ｃ)

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのか
い離（中学2年生男）（ポイント）

Ｎ (Ｂ)

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのか
い離（中学2年生女）（ポイント）

Ｎ (Ｃ)

2 食育の推進 － 学校給食の地場産野菜などの利用品目数の割合（％） Ｃ (Ｃ)

3 心身の健康を育む学校保健の充実 －

「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合（小学5年生）（％） Ｂ (Ｂ)

「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合（中学1年生）（％） Ｂ (Ａ)

「授業が分かる」と答えた児童生徒の割合（高校2年生）（％） Ａ (Ｂ)

全国平均正答率とのかい離（小学6年生）（ポイント） Ｎ (Ｃ)

全国平均正答率とのかい離（中学3年生）（ポイント） Ｎ (Ｃ)

児童生徒の家庭等での学習時間（小学6年生：30分以上の児童の割合）
（％）

Ｎ (Ａ)

児童生徒の家庭等での学習時間（中学3年生：1時間以上の生徒の割
合）（％）

Ｎ (Ｂ)

児童生徒の家庭等での学習時間（高校2年生：2時間以上の生徒の割
合）（％）

Ｂ (Ｃ)

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で使う時間が3時間以
上」と答えた児童生徒の割合（小学5年生）（％）

Ｃ (Ｃ)

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で使う時間が3時間以
上」と答えた児童生徒の割合（中学1年生）（％）

Ｃ (Ｃ)

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で使う時間が3時間以
上」と答えた児童生徒の割合（高校2年生）（％）

Ｃ (Ｃ)

英検相当級を取得している生徒の割合（中学3年生（3級程度以上））
（％）

Ｎ (Ｃ)

英検相当級を取得している生徒の割合（高校3年生（準2級程度以
上））（％）

Ｃ (Ｃ)

3 ＩＣＴ（情報通信技術）教育の推進 － 県立学校での一斉学習における「MIYAGI Style」の実施校数（校） Ａ (Ａ)

4
社会形成・社会参加に関する教育（シチズンシップ教育）の
推進

－

5 環境教育の推進 －

1
幼児期における「学ぶ土台づくり」の推進
　　　　　　　　　（義務教育課）

順調
（概ね順調）

平日，子供と触れ合う時間（食事と入浴を除く）について，1時間以上
と答えた保護者の割合（％）

Ａ (Ａ)

小学校との連携内容で「就学前又は就学後のカリキュラム作成」と答え
た幼稚園，保育所等の割合（％）

Ｂ (Ｂ)

県及び県教育委員会が主催する幼稚園教諭，保育士等を対象とした研修
会の参加者数（悉皆研修を除く）（人）

Ｃ (Ａ)

3 幼児教育の推進に向けた体制づくり －

小学校から中学校に，「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」
を引き継いでいる割合（個別の教育支援計画：特別支援学級）（％）

Ｂ (Ｂ)

小学校から中学校に，「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」
を引き継いでいる割合（個別の教育支援計画：通級指導教室）（％）

Ａ (Ｂ)

小学校から中学校に，「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」
を引き継いでいる割合（個別の指導計画：特別支援学級）（％）

Ｂ (Ｂ)

小学校から中学校に，「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」
を引き継いでいる割合（個別の指導計画：通級指導教室）（％）

Ｂ (Ｂ)

特別支援学校が主催する研修会への中学校，高等学校教員の受講者数
（人）

Ｃ (Ｃ)

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共
同学習した割合（％）

Ｃ (Ｂ)

2 多様な個性が生かされる教育の推進 －

達成度
（前年度）

1

豊かな人間性と社会性の
育成

（義務教育課）

やや遅れている

(やや遅れている)

1
生きる力を育む「志教育」の推進

（義務教育課）

概ね順調
（概ね順調）

3
いじめ・不登校等への対応，心のケアの充実

（義務教育課）

やや遅れている
（やや遅れている）

3
確かな学力の育成

（義務教育課）

やや遅れている

(やや遅れている)

1
基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用する力の伸長

（義務教育課）

やや遅れている
（やや遅れている）

2
健やかな体の育成

（保健体育安全課）

やや遅れている

(やや遅れている)

1
健康な体づくりと体力・運動能力の向上

（保健体育安全課）

やや遅れている
（やや遅れている）

2 国際理解を育む教育の推進 －

4
幼児教育の充実

（義務教育課）

概ね順調

（概ね順調）

2 幼児教育の充実のための環境づくり －

5

多様なニーズに対応した
きめ細かな教育の推進

（特別支援教育課）

概ね順調

（概ね順調）

1
一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進

（特別支援教育課）

概ね順調
（概ね順調）

第２期宮城県教育振興基本計画に係る点検及び評価の結果（案）一覧

【重点的取組１】

【重点的取組２】

【重点的取組３】

【重点的取組４】

【重点的取組５】

【重点的取組６】

【重点的取組７】

参考資料２



番号 基本方向名（評価担当課室）
基本方向評価

（前年度評価）
番号 取組名（評価担当課室）

取組評価
（前年度評価）

目標指標等
達成度

（前年度）

「地域の行事に参加している」と答えた児童生徒の割合（小学6年生）
（％）

Ｎ (Ｂ)

「地域の行事に参加している」と答えた児童生徒の割合（中学3年生）
（％）

Ｎ (Ａ)

「地域社会などでボランティア活動に参加したことがある」と答えた児
童生徒の割合（小学6年生）（％）

Ｎ (Ｎ)

「地域社会などでボランティア活動に参加したことがある」と答えた児
童生徒の割合（中学3年生）（％）

Ｎ (Ｎ)

ボランティア活動を実施している公立高等学校の割合（％） Ｂ (Ｂ)

2 文化財の保護と活用 －

大学等への現役進学達成率の全国平均値とのかい離（ポイント） Ｂ (Ａ)

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのかい離（ポイント） Ａ (Ａ)

県内の高等学校卒業生が県内に就職した割合（％） Ａ (Ｂ)

職場体験に取り組む中学校の割合（％） Ｎ (Ｂ)

公立高等学校生徒のインターンシップ実施校率（％） Ｃ (Ｂ)

1
系統的な防災教育の推進
　　　　　　　　　（保健体育安全課）

概ね順調
（概ね順調）

地域合同防災訓練等，具体的な取組が実施されている学校の割合（％） Ｃ (Ｂ)

2 地域と連携した防災・安全体制の確立 － 地域学校安全委員会等の連絡会議を設置している学校の割合（％） Ｂ (Ａ)

1
教員の資質能力の総合的な向上
　　　　　　　　　　（教職員課）

概ね順調
（概ね順調）

2 教職員を支える環境づくりの推進 －

3
学びのセーフティネットの構築に向けた学習環境の整備充実
　　　　　　　　　　（義務教育課）

概ね順調
（概ね順調）

「学校に行くのは楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合（小学5年
生）（％）

Ａ (Ｂ)

「学校に行くのは楽しいと思う」と答えた児童生徒の割合（中学1年
生）（％）

Ａ (Ｂ)

保護者及び地域住民等に対して学校公開を実施している学校（小・中）
の割合（小学校）（％）

Ｃ (Ｂ)

保護者及び地域住民等に対して学校公開を実施している学校（小・中）
の割合（中学校）（％）

Ｂ (Ｂ)

学校関係者評価を広く公表している県立高等学校の割合（％） Ｎ (Ｂ)

学校外の教育資源を活用している公立高等学校の割合（％） Ｃ (Ｂ)

5 学校施設・設備の整備充実 －

6 私学教育の振興 －

朝食を欠食する児童の割合（小学6年生）（％） Ｎ (Ｃ)

平日，午後10時より前に就寝する児童の割合（小学5年生）（％） Ａ (Ａ)

平日，午前6時30分より前に起床する児童の割合（小学5年生）（％） Ａ (Ａ)

「市町村家庭教育支援チーム」を設置する市町村数（市町村） Ｃ (Ｃ)

地域学校協働本部を設置する市町村数（市町村） Ｃ (Ｃ)

「みやぎ教育応援団」の活用件数（件） Ｃ (Ａ)

3 子供たちが安全で安心できる環境づくり －

1
誰もがいつでも学ぶことができる環境の充実
　　　　　　　　　　（生涯学習課）

概ね順調
（概ね順調）

みやぎ県民大学講座における受講率（％） Ｎ (Ｂ)

2 多様な学びによる地域づくり － 市町村社会教育講座の参加者数（人口千人当たり）（人） Ｂ (Ｂ)

3 文化芸術活動の推進 －
みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（うち出品者・出演者等の数）（千
人）

Ｃ (Ａ)

4
スポーツの価値を活用した生涯スポーツ社会の構築
　　　　　　　　　　（スポーツ振興課）

やや遅れている
（やや遅れている）

総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率（％） Ｃ (Ｃ)

5 競技力向上に向けたスポーツ活動の推進 －

6

郷土を愛する心と社会に
貢献する力の育成

（高校教育課）

概ね順調

（概ね順調）

1 伝統・文化の尊重と郷土を愛する心の育成

3
宮城の将来を担う人づくり

（高校教育課）

概ね順調
（概ね順調）

－

7

命を守る力と共に支え合
う心の育成

（保健体育安全課）

概ね順調

（概ね順調）

8

安心して楽しく学べる教
育環境づくり

（教育企画室）

概ね順調

（概ね順調） 4
開かれた魅力ある学校づくりの推進

（高校教育課）

やや遅れている

(やや遅れている)

1
家庭の教育力を支える環境づくり

（生涯学習課）

やや遅れている
（やや遅れている）

2
地域と学校の新たな連携・協働体制の推進

（生涯学習課）

概ね順調
（概ね順調）

10

生涯にわたる学習・文化
芸術・スポーツ活動の推
進

（教育企画室）

概ね順調

(概ね順調)

概ね順調
（概ね順調）

9

家庭・地域・学校が連
携・協働して子供を育て
る環境づくり

（生涯学習課）

【重点的取組８】

【重点的取組９】

【重点的取組１０】

【重点的取組１１】

【重点的取組１２】

【重点的取組１３】

【重点的取組１４】

【重点的取組１５】

【重点的取組１６】



第５号議案

令和４年度使用宮城県立中学校教科用図書「社会（歴史的分野 」の）

採択について

令和４年度使用宮城県立中学校の教科用図書「社会（歴史的分野 」の採択につ）

いて，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和３８年法律第

１８２号）第１４条及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行

令（昭和３９年政令第１４号）第１５条に基づき，別紙のとおり決定する。

令和３年８月６日提出

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代

第５号議案 
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令和４年度使用宮城県立中学校の教科用図書採択について 

 

１ 関係法令 

○ 義務教育諸学校の教科用図書については，４年間，種目ごとに同一の教科用図書を採択する。 

※ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第１５条第１項 

○ 採択した教科用図書の発行が行われない場合，採択した教科用図書発行者等の不公正な行為があ

ったと認められる場合，新たに発行されることとなった教科用図書がある場合には，当該教科用図

書の種目に限り，採択権者の判断で採択替えすることができる。 

※ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第１５条第２項 

※ 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則第６条 

 
 

２ 教科用図書の採択年度と使用年度について 
   

採 択 年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

使 用 年 度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

使用教科書 
新規採択 継続採択 継続採択 継続採択 新規採択 

種目ごとに同一の教科用図書を採択する期間 採択替え 

 

３ 新たに発行された教科用図書の取扱いについて 

（１）該当教科用図書書 

○ 自由社「新しい歴史教科書（社会歴史的分野）」 

（２）取扱い 

○ 新たに発行された教科用図書について調査研究を行う。 

○ 当該教科用図書の種目についてのみ採択替えをすることができる。 

○ 採択替えの有無は，採択権者の判断による。 

○ 採択替えをする場合，当該種目の全ての教科用図書について，改めて調査研究等を行う必要があ 

る。 

○ 採択している教科用図書又は新たに発行された教科用図書以外の教科用図書に採択替えするこ

とも可能である。      
※ 「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布，施

行について」（平成 28 年 6月 20 日付け 28 文科初第 432 号通知） 

※ 「令和４年度使用教科書の採択事務処理について」（令和 3年 3月 30 日付け 2初教科 67 号通知） 

参考 
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令和４年度使用宮城県立中学校教科用図書「社会（歴史的分野）」採択一覧 

 

 

教科 種目 古川黎明中学校 仙台二華中学校 

社会 歴史的分野   

 

 

 

（参考） 

令和３年度使用宮城県立中学校教科用図書「社会（歴史的分野）」採択一覧 

 

教科 種目 古川黎明中学校 仙台二華中学校 

社会 歴史的分野 
育鵬社 

「最新 新しい日本の歴史」 

育鵬社 

「最新 新しい日本の歴史」 

 

別紙 
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第５号議案 別冊 
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